
総地域数 制定地域数 ⽂化振興条例の制定割合

都道府県 47 36 76.6%

政令指定都市 20 8 40.0%

中核市 62 28 45.2%

市区町村 1718 104 6.1%

【図4】⽂化振興条例の制定状況 令和3年10⽉1⽇現在

（出所）⽂化庁「地⽅における⽂化⾏政の状況について (令和2年度)」(令和4年6⽉):19-23、

及び、総務省HP（2023.3.6閲覧）、より抜粋。図表は筆者作成。


